
第16章　 衛生 ･ 環境

　　　　(1)犬の登録は生涯一回。

所 有 者
所 有 者
不 明

引取等後
の 死 亡

治 癒 の
見込みが
ない病気
等 で の
殺 処 分

実 質 的
殺 処 分

所 有 者
所 有 者
不 明

引取等後
の 死 亡

治 癒 の
見込みが
ない病気
等 で の
殺 処 分

実 質 的
殺 処 分

令和２年度 5 617 36 649  36  11  16  75  2  65  30  4  6 －  17  292  52  8  119  43  191 －

３年度 5 645 37 960  35  17  28  75  1  58  52  3  1 　－  6  296  50  9  171  45  124 －

４年度 5 220 39 212  33  7  18  48 －  45  28 － － －  77  204  38  5  92  38  170 －

５年度 6 286 40 003  40  7  9  55 －  44  25  2  3 －  71  186  41  9  127  39  129 －

６年度 5 017 41 359  36  15  19  33  1  37  28  2  1 －  91  157  24  12  156  29  86 －

　資料：保健医療局生活衛生部生活衛生課

12　動　物　管　理　状　況

犬

返還頭数 譲渡頭数

引 取 り 頭 数

負 傷
収 容
頭 数

返還頭数 譲渡頭数

処 分 頭 数

年 度 犬登録数

狂 犬 病
予 防
注 射
頭 数

咬傷事故
届出件数

捕獲頭数

猫

処 分 頭 数引 取 り 頭 数

負 傷
収 容
頭 数

1/1


	1612

